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廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画 

 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

〇本資料は、「廃棄物の海洋投入に関する実施計画に係わる事項」について、「海洋汚染等及び海

上災害の防止に関する法律」（昭和 45 年法律第 136 号）第 10 条の 6第 2項第 3号、「廃棄物海洋

投入処分の許可等に関する省令」（平成 17 年環境省令第 28号）（以下「許可省令」という。）第 1

条第 2項に基づき以下の 1～5 の内容を記載するものである。 

1.浚渫土砂の海洋投入処分をしようとする期間（海洋投入処分期間） 

2.海洋投入処分をしようとする浚渫土砂の数量 

3.単位期間において海洋投入処分をしようとする浚渫土砂の数量 

4.浚渫土砂の排出海域 

5.浚渫土砂の排出方法 

 

1.浚渫土砂の海洋投入処分をしようとする期間（海洋投入処分期間）ならびに 2.海洋投入処

分をしようとする浚渫土砂の数量、3.単位期間において海洋投入処分をしようとする浚渫土砂

の数量については、「添付書類 1」にて水底土砂の発生する事業概要及び必要性、海洋投入処

分量の削減に関する取組等について検討を実施しており、その結果から以下の表に示すとおり

とした。 

表－1 今後5年に発生する浚渫土砂発生量海洋投入と有効利用の内訳 

単位：ｍ3 

区分 令和 4年 

4月1日～

令和 5年 

3月 31日 

令和 5年 

4月1日～

令和 6年 

3月 31日 

令和 6年 

4月1日～

令和 7年 

3月 31日 

令和 7年 

4 月 1 日～

令和 8年 

3 月 31 日 

令和 8年 

4月1日～

令和 9年 

3月 31日 

計 

浚渫計画土量 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 165,000 

海洋投入処分土量 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 165,000 

有効利用土量 0 0 0 0 0 0 

有効利用率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

4.浚渫土砂の排出海域 

浚渫土砂の排出海域は、「廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令（平成 17 年 環境

省令第 28 号）別表（第六条関係）第三号中欄に規定するⅣ海域」の下記に示した①～④

に囲まれた範囲内である（図－1）。 
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図－1 浚渫区域と排出海域の概要  
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4-1.排出海域の設定 

排出海域の設定にあたり、平成 30 年に実施した柏崎刈羽原子力発電所（以下、「当発

電所」という）周辺海域の深浅測量結果を図－2、3に示す。 

この結果から、「鯖石川～発電所南」について、海底土砂の浸食が大きく浚渫土砂を海

洋投入しても土砂が堆積しにくい海域であることが分かったため、排出海域として検討

を行った。また、排出海域周辺漁業への影響が懸念されることから、近傍で漁業を営む

新潟漁業協同組合柏崎支所と協議をした結果、図－1 に示す排出海域であれば漁業への

影響は少ないという事で了承を得た。 
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図－2 当発電所周辺海域の深浅測量（昭和 55年～平成 30 年）結果 
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図－3 （図－2赤枠部）測量結果拡大図 

 

4-2.排出海域の範囲 

排出海域の範囲設定にあたり、「浚渫土砂等の海洋投入及び有効利用に関する技術指針

（改訂案）平成 25 年 7月）より、1回あたりの海洋投入における土砂堆積厚 30cm 未満

を基準に添付書類 2 P18～22 で検討を実施した結果、500ｍ×500ｍの範囲を排出海域と

して設定している。なお、本範囲については、前回許可発給（平成 29 年 10 月 10 日から

令和 3年 10 月 9日まで）における排出範囲と同様であり、水底土砂の海洋投入処分によ

る海洋生物ならびに水質、底質への影響が生じていないことを確認している。 
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4-3.当該排出海域周辺における海洋投入処分の許可状況 

当該排出海域周辺における海洋投入処分の許可状況については、図－4に示すとおり新

潟県内では、排出海域 3箇所について許可が下りているが、うち 1箇所（7-005、12-008、

17-004）については、図－5、6、7に示すとおり、当発電所の浚渫事業において許可発

給（7-005（平成 19 年 4月 1 日～平成 24年 3月 31 日）、12-008（平成 24 年 7 月 1 日～

平成 29年 3 月 31 日）、17-004（平成 29年 10 月 10 日～令和 3年 10 月 9日））を得てい

るものであり、緯度・経度※が当該排出海域と一致（図－2、4、5、6、7）しているもの

の、既に期間が満期（終了）となっていることから当該排出海域と重複はしていない。

また、残りの 2箇所（7-002、7-017、7-019、12-002、13-001、13-002-02）、（17-002-02、

17-005、19-003）については、表－2のとおりであることから、当該排出海域と重複し

ていないと判断できる。したがって、令和 3年 12 月現在、影響想定海域が重複すること

は無い。 

※許可発給（7-005（平成 19 年 4月 1日～平成 24 年 3月 31 日）、12-008（平成 24 年 7月 1日～平成 29

年 3月 31 日）、17-004（平成 29 年 10 月 10 日～令和 3年 10 月 9日））と当該排出海域の緯度・経度の付番

（①～④）については、記載の順番が変わっているが、緯度・経度の位置情報は変わっていないため、排

出海域としての変更はない。 

 

出典：環境省ホームページ排出海域全体図より 

図－4 当該排出海域周辺における海洋投入処分の許可状況 
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図－5 既許可発給 7-005（平成 19 年 4月 1 日～平成 24年 3 月 31 日） 
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図－6 既許可発給番号 12-008（平成 24年 7月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日） 
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図－7 既許可発給番号 17-004（平成 29年 10 月 10 日～令和 3年 10 月 9 日） 
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表-2 当該排出海域周辺における海洋投入処分の許可発給状況 

出典：環境省ホームページ許可発給状況より 


